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議案第 124号

令和7年度大阪府枚方市一般会計補正予算 (第13号)

令和7年度大阪府枚方市一般会計補正予算 (第1 3号) は、次に定めるところによる。

(繰越明許費の補正)

第1条 繰越明許費の変更は、 「第1表 繰越明許費補正」による。

令和8年(2026年) 3月27日提出

枚方市長 伏見 隆
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第1表繰越明許費補正

(単位:千円)

款 項 事 業 名
金 額

補正前 補正後

7.土木費 (4)都市計画費 御殿山小倉線整備事業 - 60,000

計

--

10,059,618 10,119,618

-2-



議案第 125 号

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

次のとおり一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正するにつき、地方自治法(昭 

和22年法律第67号) 第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

令和 8 年 (2026年) 3月27 日 提出

枚方市長 伏見 隆

提案理由 教員特殊業務手当 を見直すため。
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枚方市条例第 号

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例 (昭和27年枚方市条例第11号) の一部を次のように改 

正す る。

第 12 条第 2 項の表 7 の項中「4 時間」を「3時間」に、 「3,600円」を「3,900円」に改め、同表

8の項中「4 時間」を「3時間」に、 「1,800円」を「2,600円」に改める。

附 則

この条例は、令和8年4月1 日から施行する。
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議案第 125 号参考資料

主要な改正部分の新旧対照表
一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

新 (改正後) 旧(現行)

(教員特殊業務手当)

第12条 ［略］

2 前項の手当の額は、当該業務に従事した日 1 日 につき、次の表の左欄 

に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(教員特殊業務手当)

第12条 ［略コ

2 前項の手当の額は、当該業務に従事した日1日につき、次の表の左欄 

に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

項 業 務 額 項 業 務 額

へへへ 
へへへ

へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ 
へへへへへへへへヘ/へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ

へへへへへへへ/ハハへへへへへへへへへへへ 
へへへへへへへへへへへヘへへへへへへへへ

へへへ 
へへへ

へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへヘハへへ 
へへへへへへへへ/へへへへへへへへへへへへへへへへヘへへへへへへ

/へへへへへへへへへへへへへへへへへへへ 
へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ

7 第1項第3号に掲げる業務で、その日 

において従事した時間が次のいずれか 

に該当するもの

⑴ 週休日又は休日等において従事し 

た時間が3時間以上

2 半 日 勤務 日 において正規の勤務時 

問以外の時間に従事した時間が3時 

間以上

3, 900円 7 第1項第3号に掲げる業務で、その 日 

において従事した時間が次のいずれか 

に該当するもの

⑴ 週休 日又は休日等において従事 し 

た時間が4時間以上

⑵ 半日勤務日において正規の勤務時 

間以外の時問に従事した時間が4嘘 

間以上

3, 600円

8 第1項第3号に掲げる業務で、その日 

において従事した時間が次のいずれか 

に該当するもの

1 週休 日 又は休日 等において従事 し 

た時間が 2 時問以上3時間未満

2 半 日 勤務 日 において正規の勤務時 

間以外の時間に従事した時間が2時

2, 600円 8 第1項第3号に掲げる業務で、その 日 

において従事した時間が次のいずれか 

に該当するもの

1) 週休日又は休日等において従事し 

た時間が 2 時間以上4時間未満

⑵ 半日勤務日において正規の勤務時 

間以外の時間に従事した時間が2時

1, 800円
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主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

間以上3時間未満 | | 間以上4時間未満 |

-
6
-


